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学部生
院生

（修士）
院生

（博士）

【主な応募資格】

①東南アジア（フィリピン・インドネシア・シンガポール・マレーシア・タイ・ブルネイ・ベ
トナム・ミャンマー・ラオス・カンボジア）の国籍を有している私費外国人留学生。
②学部生は3年次に進学する27歳未満の者。大学院生（修士課程）の1年次に入学
する35歳未満の者。博士後期課程 2 年次に進学する 35 歳未満の者。
③学業・人物ともに優秀でかつ健康であり、経済的援助を必要とする者。
④他の奨学金を受給していない者。
⑤奨学金の給付期間中において、公益財団法人SGH財団が主催する交流会・採用
証書授与式に出席できる者。
⑥奨学生終了後も同窓生として交流活動に積極的に協力できる者。

【提出先】

国際交流課窓口

【主な応募資格】

1. 令和7年4月現在において大学2年生・3年生又は高専4年生であり、30歳以下で
ある者
2. 学業・人物共に優秀で経済的理由により就学が困難と見られる者
3. 理学部・工学部及び基礎工学部在籍の者
4. 年1回の奨学生交流会（大阪）等、当財団の行事に出席できる者及び、年2回の
状況報告ができる者（交流会は9月中旬頃を予定しています）
5. 他奨学金との併給は差しつかえない。

【提出先】

学生支援課窓口

私費留学生向け奨学金一覧

実施団体

対象

応募方法 奨学金名称等 申請期限 申請先奨学金支給額

・月額25000円(給付型)
・給付期間:令和7年4月から令和9年3
月までの２年間継続給付

月額１２万円（学部・修士課程）、
月額１８万円（博士課程）

２年間（2025年４月～2027年３月）

【応募締切】
2025年3月27日(木)

公益財団法人シマノ財団 〇 - - 大学経由
公益財団法人シマノ財団

令和７年度奨学生
【応募締切】

2025年3月28日(金)

公益財団法人SGH財団 〇 〇 〇 大学経由
SGH財団2025年度
私費外国人留学生
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